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長崎県最低賃金については、長崎地方最低賃金審議会（会長 井手瑳智子）における審

議の結果、「現行時間額６４６円を７円引き上げ、１時間６５３円とする。」との答申がな

されました。この答申を受けて、異議申出の公示などの諸手続きを経た上で、長崎労働局

長（中原正裕）により、長崎県最低賃金は｢1時間６５３円｣と改正決定されました。 

これより３０日間の官報公示期間を経た上で「平成２４年１０月２４日（水曜日）」

から効力が発生します。 
長崎労働局においては、県下の各労働基準監督署と共に、最低賃金の周知徹底に努め

ると共に関係機関等に協力をいただきながら周知を図っていきます。 
 
  長崎県最低賃金額及び引上げ率 

年  度 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 
効力発生日 Ｈ21.10.10 Ｈ22.11.4 Ｈ23.10.12 Ｈ24.10.24 

最低賃金額 ６２９円 ６４２円 ６４６円 ６５３円 

引上率 ０．１６ ２．０７ ０．６２ １．０８ 
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